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北九州市告示第３１３号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、新修・北九州市史の売払代金の収納事務を次のとおり委託した。 

  平成２９年７月４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

株式会社積文館書店 北九州市八幡西区黒崎

一丁目１番１号 

平成２９年７月１日から

平成３０年３月３１日ま

で 
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北九州市告示第３１４号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６４条の規定により育成医療、更生医療及び精神通院医療

に係る指定自立支援医療機関から変更の届出があったので、同法第６９条第２

号の規定により次のとおり告示する。

  平成２９年７月４日  

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 育成医療、更生医療及び精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在

地の変更

指定自立支援医療

機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

石田調剤薬局 
旧 

北九州市戸畑区沖台一丁目１１

番３号 

平成２９年７

月１８日 

新 
北九州市戸畑区沖台一丁目１０

番１９号 

２ 精神通院医療に係る指定自立支援医療機関の所在地の変更

指定自立支援医療

機関の名称 
指定自立支援医療機関の所在地 変更年月日

大信薬局メディッ

ク店 
旧 

北九州市八幡西区黒崎一丁目５

番７号 Ｂ１Ｆ 

平成２９年５

月１日 

新 
北九州市八幡西区黒崎一丁目５

番７号 １Ｆ 

3



北九州市告示第３１５号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療、更生医療及び精神通

院医療に係る指定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の

規定により次のとおり告示する。

  平成２９年７月４日

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 病院又は診療所（精神通院医療）

指定自立支援医療機関の

名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

療養介護事業所  牧山療

養病院 

北九州市戸畑区初音町１３番１

３号 

平成２９年

７月１日 

２ 薬局（育成医療、更生医療及び精神通院医療）

指定自立支援医療機関の

名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

やはた薬局 北九州市八幡西区青山一丁目１

４番１９号 

平成２９年

７月１日 

３ 訪問看護ステーション等（育成医療及び更生医療）

指定自立支援医療機関の

名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーションプ

ーラビダ折尾 

北九州市八幡西区光明二丁目７

番２５号 

平成２９年

７月１日 

４ 訪問看護ステーション等（精神通院医療）

指定自立支援医療機関の

名称 
指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

訪問看護ステーション若

生会 

北九州市八幡西区三ケ森一丁目

４番２０号 

平成２８年

４月１日 

4



北九州市告示第３１６号

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第６５条の規定により精神通院医療に係る指定自立支援医療

機関から指定の辞退の届出があったので、同法第６９条第３号の規定により次

のとおり告示する。

  平成２９年７月４日

北九州市長 北 橋 健 治 

訪問看護ステーション等（精神通院医療）

指定自立支援医療

機関の名称 

指定自立支援医療機関の

所在地 
辞退理由 辞退年月日 

訪問看護ステーシ

ョン若生会 

北九州市八幡西区泉ケ浦

二丁目２２番６７号 

開設者法人

変更のため 

平成２８年

３月３１日 
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北九州市告示第３１７号 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第２７条第１項の規

定により、農業委員会の総会を次のとおり招集する。 

  平成２９年７月４日 

                    北九州市長 北 橋 健 治 

農業委員会名 日時 場所 議題 

北九州市東部 

農業委員会 

平成２９年７月１８日 

午後３時 

北九州市小倉

南区若園五丁

目１番２号  

小倉南区役所

正副会長の互

選、農地利用

最適化推進委

員の委嘱等に

ついて 

北九州市西部 

農業委員会 

平成２９年７月２０日 

午後３時 

北九州市八幡

西区光明一丁

目９番２２号

折尾出張所  

同上 
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北九州市公告第４６３号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第３項の規定により、次 

の開発行為に関する工事が完了したことを公告する。 

  平成２９年７月４日 

北九州市長 北 橋 健 治   

開発区域に含まれる地域の名称 開発行為者 

北九州市小倉南区中曽根東二丁目３

７４９番２ 

北九州市小倉南区中曽根東五丁目

７番１５号 

尾倉博之 

北九州市小倉南区中曽根東五丁目

７番１５号 

尾倉眞理子 
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北九州市公告第４６４号

北九州市町上津役土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告の申請

があったので、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１９条第２項

の規定により次のとおり公告し、土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４

７号）第６８条の規定により当該区域を表示する図面を公衆の縦覧に供する。

なお、施行地区となるべき区域内の宅地（公共施設の用に供されている国又

は地方公共団体の所有する土地を除く。）について未登記の借地権を有する者

は、この公告の日から１月以内に北九州市長に対し、その借地権の目的となっ

ている宅地の所有者と連署し、又はその借地権を証する書面を添えて、土地区

画整理法施行規則（昭和３０年建設省令第５号）第１６条第１項及び第２項に

規定するところにより、その借地権の種類及び内容を申告しなければならない

。

平成２９年７月４日

                    北九州市長 北 橋 健 治

１ 施行地区となるべき区域に含まれる地域の名称

  北九州市八幡西区町上津役東一丁目の一部（明細別記）

２ 縦覧期間及び縦覧時間

  平成２９年７月４日から同月１８日まで（日曜日、土曜日及び国民の祝日

に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く毎日午前

８時３０分から午後５時１５分まで）

３ 縦覧場所

  北九州市小倉北区城内１番１号

北九州市建築都市局整備部区画整理課

別記

施行地区となるべき区域

町上津役東一丁目

１８１２番６、１８１２番７、１８１３番７、１８１４番１、１

８１４番４、１８１４番６から１８１４番１０まで、１８１５番１

、１８１５番２、１８１６番１、１８１６番３、１８１９番１、１

８１９番２、１８２０番１、１８２０番２、１８２１番１、１８２

１番２、１８２２番１、１８２２番２、１８２３番、１８２４番１

、１８２４番３、１８２５番１、１８２５番４、１９０８番１、１

９０８番２、１９０８番７、１９０８番８、１９０８番１１から１

９０８番１３まで、１９０８番２０及び１９１０番２の全部

１８１２番５、１８１８番１及び１８１８番３の一部
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北九州市公告第４６５号 

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４８条第６項ただし書の規定に

よる許可の申請の提出に伴い、同条第１４項の規定により、次のとおり利害関

係を有する者の公開による意見の聴取を行うので、同条第１５項の規定により

公告する。 

平成２９年７月４日

                    北九州市長 北 橋 健 治  

１ 建築物の建築計画 

（１）  申請者 

北九州市小倉北区上到津二丁目３番８号 

北九カワサキ

代表者 荒木照祥

（２） 敷地の位置 

北九州市小倉北区高坊二丁目１６２３番５及び１６２３番１０ 

（３）  用途地域 

第二種住居地域 

（４）  建築物の主要用途 

バイクの販売店 

（５）  工事種別 

新築 

２ 意見の聴取の期日 

平成２９年７月１１日（火）午前１０時から 

３ 意見の聴取の場所 

北九州市小倉北区高坊二丁目５番１号 

高坊団地第二集会室 
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